
          

　
　
女
性
の
ビ
ジ
ネ
ス
及
び
政
治
的

な
分
野
へ
の
参
画
や
幹
部
登
用
な
ど
、

全
国
と
比
較
す
る
と
、
千
葉
県
は
低

い
状
況
に
あ
る
が
、
今
後
、
県
と
し

て
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
の
か
。

　
　
次
期
男
女
共
同
参
画
計
画
で
は
、

政
策
方
針
決
定
過
程
へ
の
女
性
の
参

画
促
進
を
重
要
課
題
と
し
て
お
り
、

県
の
審
議
会
等
に
お
け
る
女
性
委
員

の
比
率
を
は
じ
め
と
す
る
政
策
方
針

決
定
過
程
へ
の
女
性
の
参
画
に
関
す

る
十
五
の
指
標
を
設
定
し
、
進
捗
状

況
を
把
握
し
な
が
ら
、
様
々
な
分
野

に
お
け
る
女
性
の
参
画
を
積
極
的
に

促
進
し
て
い
き
た
い
。
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　 

  

　
　
未
利
用
県
有
地
の
売
却
に
つ
い

て
、
行
財
政
シ
ス
テ
ム
改
革
行
動
計

画
で
は
確
保
目
標
額
を
五
十
億
円
と

し
て
い
る
が
、
そ
の
確
保
は
で
き
る

の
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
平
成
十
五
年
度
か
ら
十
七
年
度

の
財
政
再
建
プ
ラ
ン
で
五
十
億
円
の

確
保
目
標
額
に
対
し
、
四
十
八
億
八

百
万
円
売
却
し
、
九
六
・
二
％
の
進

捗
で
あ
っ
た
。
平
成
十
八
年
度
か
ら

二
十
年
度
の
行
財
政
シ
ス
テ
ム
改
革

行
動
計
画
に
お
い
て
も
確
保
目
標
額

を
五
十
億
円
と
し
て
お
り
、
平
成
十

八
年
十
二
月
一
日
現
在
で
三
十
八
物

件
、
約
十
六
億
三
千
三
百
万
円
売
却

し
、
進
捗
率
は
三
二
・
七
％
と
な
っ

て
お
り
、
計
画
期
間
内
で
の
達
成
に

向
け
、
今
後
一
層
売
却
に
努
め
て
い

き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　 
  

　
　
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
基
準
に

関
す
る
条
例
案
で
県
独
自
の
基
準
で

あ
る
「
市
町
村
と
の
連
携
」
と
は
、

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
内
容
か
。

　
　
認
定
こ
ど
も
園
が
決
定
す
る
保

育
料
金
、
子
育
て
支
援
の
内
容
や
、

市
町
村
に
お
け
る
保
育
需
要
な
ど
に

つ
い
て
、
市
町
村
の
意
見
を
聞
く
こ

と
と
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　

　 
  

　
　
総
務
省
で
は
、
ユ
ビ
キ
タ
ス
ネ

ッ
ト
技
術
を
用
い
た
子
ど
も
の
安
全

確
保
シ
ス
テ
ム
の
モ
デ
ル
事
業
に
つ

い
て
公
募
し
、
実
施
す
る
こ
と
を
考

え
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
県
の
対

応
は
ど
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
に

向
け
、
子
ど
も
の
安
全
確
保
は
重
要

な
問
題
で
あ
り
、
今
後
、
国
が
公
募

す
る
モ
デ
ル
事
業
の
内
容
把
握
に
努

め
、
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
関
係

機
関
に
働
き
か
け
て
い
き
た
い
。
　

　
　
　
　
　
　
　
　 

  

　
　
羽
田
空
港
再
拡
張
事
業
に
伴
う

漁
業
補
償
に
つ
い
て
、
関
係
す
る
漁

業
協
同
組
合
の
四
分
の
三
に
補
償
額

が
提
示
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、

残
り
の
漁
業
協
同
組
合
に
は
提
示
さ

れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
一
緒
に
提
示
さ

れ
な
い
の
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
漁
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
国
に

お
い
て
個
々
の
漁
業
協
同
組
合
ご
と

に
、
漁
業
へ
の
影
響
の
度
合
い
を
示

し
、
組
合
内
部
で
話
し
合
い
の
体
制

を
整
え
た
後
に
、
補
償
額
が
提
示
さ

れ
る
も
の
で
、
状
況
に
よ
っ
て
、
対

応
の
早
さ
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　 

  

　
　
羽
田
空
港
再
拡
張
事
業
に
係
る

埋
立
承
認
に
つ
い
て
、
県
土
整
備
部

と
し
て
の
判
断
は
ど
う
か
。
　
　
　

　
　
関
係
法
令
に
基
づ
い
た
審
査
の

結
果
、
書
類
上
は
承
認
基
準
に
適
合

し
て
お
り
、
部
と
し
て
は
問
題
な
い

と
考
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　

　 
  

　
　
県
立
高
等
学
校
再
編
計
画
第
三

期
実
施
プ
ロ
グ
ラ
ム
案
に
つ
い
て
、

十
分
な
説
明
を
行
っ
て
き
た
と
い
う

が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
行
っ
て

き
た
の
か
。
ま
た
、
第
一
期
や
第
二

期
の
実
施
プ
ロ
グ
ラ
ム
案
の
時
に
比

べ
て
ど
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
第
一
期
や
第
二
期
の
際
に
は
三

十
弱
の
団
体
に
説
明
会
等
を
行
っ
た
。

　
第
三
期
で
は
、
九
月
定
例
県
議
会

ま
で
に
四
十
六
団
体
、
そ
の
後
、
生

徒
の
通
学
範
囲
を
考
え
統
合
校
の
近

隣
市
町
村
も
含
め
た
十
五
団
体
の
合

計
六
十
一
団
体
に
可
能
な
限
り
説
明

を
行
っ
た
。
ま
た
、
県
教
育
委
員
会

の
広
報
誌
「
夢
気
球
」
で
高
校
再
編

の
特
集
を
出
し
、
す
べ
て
の
公
立
学

校
の
児
童
・
生
徒
を
通
じ
て
保
護
者

に
配
布
す
る
と
と
も
に
、
県
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
、
さ
ら
に
、
市

町
村
広
報
誌
等
に
掲
載
を
依
頼
し
て

周
知
に
努
め
た
。
　
　
　
　
　
　
　

　
具
体
的
な
説
明
内
容
と
し
て
は
、

統
合
に
よ
り
、
行
き
場
の
な
い
生
徒

が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問

に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
生
じ

な
い
よ
う
に
募
集
定
員
は
確
保
す
る

と
説
明
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ま
た
、
統
合
校
の
目
指
す
学
校
像

に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
を
行
っ
た
。 

 

　 
  

　
防
災
対
策
特
別
委
員
会
は
、
大
規
模
地
震
、

風
水
害
等
の
自
然
災
害
や
大
規
模
事
故
災
害
な

ど
か
ら
県
民
の
生
命
・
身
体
及
び
財
産
を
守
り
、

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
県
土
を
築
く
た
め
、
防
災

等
に
関
す
る
問
題
を
調
査
し
、
そ
の
対
策
の
推

進
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
設
置
さ
れ
、
震
災
対

策
、
風
水
害
等
対
策
、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等

災
害
対
策
、
国
民
等
の
保
護
、
危
機
管
理
等
に

つ
い
て
調
査
を
付
託
さ
れ
ま
し
た
。 

　
こ
れ
ら
の
付
託
案
件
に
関
す
る
当
面
の
諸
問

題
を
中
心
に
、
委
員
会
七
回
、
協
議
会
一
回
及

び
現
地
調
査
五
回
を
実
施
す
る
な
ど
、
防
災
対

策
推
進
の
た
め
鋭
意
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

一
．
本
県
の
防
災
対
策
の
概
要 

漓
災
害
時
の
情
報
伝
達 

　
　
新
潟
県
中
越
地
震
で
は
長
時
間
情
報
が
入

ら
な
か
っ
た
地
域
が
あ
っ
た
こ
と
、
行
政
機

関
と
民
間
施
設
や
民
間
団
体
間
で
情
報
の
受

伝
達
が
一
部
で
は
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど

か
ら
、
新
た
な
情
報
収
集
や
伝
達
手
段
に
つ

い
て
さ
ら
に
研
究
す
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。 

滷
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
災
害
対
策 

　
　
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
事
故
は
近
年
増
加
傾

向
に
あ
り
、
施
設
の
老
朽
化
が
そ
の
一
因
と

考
え
ら
れ
る
た
め
、
県
と
共
同
防
災
組
織
や

市
町
村
消
防
（
局
）
本
部
と
の
連
携
を
強
化

す
る
と
と
も
に
、
点
検
の
時
期
や
項
目
な
ど

を
見
直
し
、
安
全
性
を
高
め
る
よ
う
要
望
し

ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　 

二
．
災
害
医
療
対
策 

漓
災
害
時
医
療
体
制 

　
　
ト
リ
ア
ー
ジ
（
患
者
選
別
）
を
行
う
医
師

が
現
場
で
適
正
な
判
断
が
で
き
る
よ
う
研
修

等
を
充
実
す
る
よ
う
、
ま
た
、
救
急
医
療
に

当
た
る
市
町
村
病
院
と
の
連
携
が
非
常
時
に

も
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ
う
日
常
的
な
情
報

の
連
携
を
密
に
す
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。 

滷
災
害
医
療
対
策 

　
　
災
害
時
要
援
護
者
の
情
報
を
、
そ
れ
を
必

要
と
す
る
行
政
機
関
で
共
有
で
き
る
よ
う
に

し
、
そ
の
上
で
情
報
共
有
を
自
主
防
災
組
織

に
拡
大
す
る
よ
う
、
災
害
拠
点
病
院
等
の
耐

震
化
に
つ
い
て
は
緊
急
に
措
置
す
る
よ
う
、

ま
た
、
自
治
体
の
規
模
に
よ
っ
て
医
療
体
制

等
の
充
実
度
は
異
な
る
た
め
、
各
市
町
村
を

補
完
す
る
全
県
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す

る
よ
う
要
望
し
ま
す
。 

 

三
．
風
水
害
、
土
砂
災
害
対
策 

　
浸
水
想
定
区
域
や
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
居

住
し
て
い
る
災
害
時
要
援
護
者
の
把
握
と
災
害

時
の
救
助
に
つ
い
て
県
と
し
て
市
町
村
に
支
援

す
る
よ
う
、
ま
た
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
マ
ッ

プ
に
災
害
時
要
援
護
者
の
情
報
を
落
と
し
込
む

な
ど
、
シ
ス
テ
ム
の
充
実
に
つ
い
て
検
討
す
る

よ
う
要
望
し
ま
す
。 

 

四
．
農
村
、
山
地
の
災
害
対
策 

　
農
村
地
域
で
は
、
湛
水
防
除
、
た
め
池
整
備
、

地
す
べ
り
対
策
の
各
事
業
を
、
ま
た
、
山
地
に

つ
い
て
は
、
山
地
治
山
、
防
災
林
造
成
、
地
す

べ
り
防
止
の
各
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
将

来
的
に
は
、
山
地
災
害
危
険
地
区
か
ら
の
住
居

の
移
転
等
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
よ
う
要
望
し

ま
す
。 

 

五
．
地
震
対
策 

漓
建
築
物
の
耐
震
対
策 

　
　
大
規
模
地
震
の
頻
発
に
よ
り
耐
震
改
修
促

進
法
が
改
正
さ
れ
、
都
道
府
県
に
耐
震
改
修

促
進
計
画
の
策
定
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
当
該

計
画
に
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
に
関
す
る

目
標
を
設
定
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、

防
災
上
重
要
な
公
共
建
築
物
の
耐
震
改
修
を

早
急
に
進
め
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。
ま
た
、

住
宅
・
建
築
物
の
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
は
、

そ
の
所
有
者
が
自
ら
の
問
題
と
し
て
取
り
組

む
こ
と
が
不
可
欠
で
す
が
、
県
の
助
成
に
つ

い
て
検
討
を
し
て
ほ
し
い
と
の
意
見
が
あ
り

ま
し
た
。 

　
　
ま
た
、
耐
震
強
度
偽
装
問
題
は
、
多
く
の

県
民
に
不
安
を
与
え
た
だ
け
で
な
く
、
建
築

基
準
法
の
建
築
確
認
等
に
対
す
る
不
信
感
も

与
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
建
築
確
認
審

査
シ
ス
テ
ム
を
見
直
す
な
ど
、
再
発
防
止
に

努
め
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。 

滷
道
路
・
橋
梁
等
の
耐
震
対
策 

　
　
緊
急
輸
送
道
路
等
優
先
度
の
高
い
橋
梁
に

つ
い
て
、
現
在
耐
震
対
策
を
実
施
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
が
、
災
害
時
の
帰
宅
困
難
者
の

避
難
ル
ー
ト
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
道
路

橋
梁
の
耐
震
化
を
早
急
に
図
る
よ
う
要
望
し

ま
す
。 

澆
上
水
道
の
耐
震
対
策 

　
　
県
水
道
局
は
非
常
時
に
も
強
い
水
道
を
目

指
し
、
情
報
伝
達
機
能
の
向
上
を
図
る
と
と

も
に
、
応
急
給
水
等
に
関
し
市
村
と
の
連
携

を
強
化
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
施
設
の
耐

震
化
と
復
旧
の
迅
速
化
を
図
る
た
め
、
浄
給

水
場
や
管
路
等
の
耐
震
化
や
配
水
区
域
の
細

分
化
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
災
害

発
生
後
、
で
き
る
だ
け
早
く
復
旧
が
で
き
る

よ
う
最
大
限
の
努
力
を
す
る
よ
う
、
ま
た
、

県
内
水
道
事
業
者
の
耐
震
対
策
に
つ
い
て
も

指
導
・
助
言
を
行
う
よ
う
要
望
し
ま
す
。 

潺
津
波
対
策 

　
　
津
波
は
流
速
が
非
常
に
速
く
、
膝
ま
で
の

高
さ
で
も
動
け
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
住
民

へ
の
啓
発
を
よ
り
一
層
充
実
す
る
よ
う
要
望

し
ま
す
。 

 

六
．
県
内
調
査 

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
案
件
に
つ
い
て
、

よ
り
一
層
の
調
査
を
す
る
必
要
か
ら
、
県
の
防

災
施
設
、
県
庁
南
庁
舎
を
使
用
し
た
都
市
型
災

害
対
応
訓
練
、
千
葉
市
消
防
局
、
袖
ヶ
浦
市
北

袖
地
先
の
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
及
び
成
田
国
際

空
港
で
の
航
空
機
事
故
消
火
救
難
総
合
訓
練
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
現
地
調
査
を
行
い
ま
し
た
。 

 

　
災
害
は
、
大
人
、
子
ど
も
や
お
年
寄
り
な
ど

誰
も
が
、
自
宅
や
職
場
、
学
校
、
外
出
先
で
被

災
者
に
な
り
う
る
と
い
う
、
命
と
暮
ら
し
に
直

面
す
る
課
題
で
あ
り
、
災
害
か
ら
県
民
の
生
命
、

身
体
、
財
産
を
守
り
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
千

葉
県
の
実
現
は
、
本
委
員
会
の
み
な
ら
ず
、
県

民
が
ひ
と
し
く
切
望
し
て
い
ま
す
。 

　
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、
自

主
防
災
組
織
体
制
の
強
化
は
急
務
で
あ
り
、
県

と
し
て
自
主
防
災
組
織
の
設
置
を
促
進
す
る
た

め
、
補
助
事
業
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。 

　
防
災
対
策
は
、
単
に
、
県
・
市
町
村
・
消
防

機
関
等
の
公
共
機
関
の
み
で
そ
の
目
的
を
達
成

す
る
こ
と
は
難
し
く
、
地
域
住
民
や
関
係
事
業

者
等
の
積
極
的
な
取
り
組
み
を
通
じ
て
、
初
め

て
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
も
の
で
す
。 

　
県
当
局
に
お
い
て
は
、
常
に
防
災
体
制
の
検

証
を
行
い
、
防
災
体
制
の
一
層
の
充
実
・
強
化

を
図
る
と
と
も
に
、
「
自
分
の
命
は
自
分
で
守

る
」
、
「
自
分
達
の
地
域
は
み
ん
な
で
守
る
」

と
い
う
自
助
と
共
助
が
減
災
の
基
本
で
あ
る
と

の
認
識
の
も
と
、
県
民
が
自
ら
災
害
予
防
対
策

を
進
め
て
い
く
よ
う
、
啓
発
や
防
災
教
育
を
積

極
的
に
展
開
し
、
防
災
対
策
に
万
全
を
期
す
よ

う
強
く
要
望
し
ま
す
。 

防
災
対
策
特
別
委
員
会
の 

　
　
　
　
調
査
報
告
要
旨 

主
な
質
疑
か
ら 
各
常
任
委
員
会
の 

総
合
企
画
水
道
常
任
委
員
会 

健
康
福
祉
常
任
委
員
会 

県
土
整
備
常
任
委
員
会 

文
教
常
任
委
員
会 

環
境
生
活
警
察
常
任
委
員
会 

農
林
水
産
常
任
委
員
会 

総
務
常
任
委
員
会 

可
決
・
承
認
さ
れ
た
議
案 

可
決
さ
れ
た
意
見
書 

採
択
さ
れ
た
請
願 

   

◆
条
例
の
制
定
（
一
件
） 

▽
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等

の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例 

 

◆
条
例
の
一
部
改
正
（
七
件
） 

▽
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例 

▽
千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理

の
特
例
に
関
す
る
条
例 

▽
千
葉
県
千
葉
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

設
置
管
理
条
例
及
び
千
葉
県
病
院
事
業
の
設

置
等
に
関
す
る
条
例 

▽
千
葉
県
県
営
住
宅
設
置
管
理
条
例 

▽
拡
声
機
の
使
用
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関

す
る
条
例 

▽
千
葉
県
水
道
事
業
給
水
条
例 

▽
知
事
等
の
給
料
及
び
職
員
の
給
与
の
特
例
に

関
す
る
条
例 

 

◆
そ
の
他
（
九
件
） 

▽
契
約
の
締
結
（
六
件
） 

▽
財
産
の
取
得 

▽
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売 

▽
専
決
処
分
の
承
認 

 

（
議
員
提
出
） 

◆
条
例
の
一
部
改
正
（
一
件
） 

▽
千
葉
県
議
会
議
員
の
定
数
及
び
選
挙
区
等
に

関
す
る
条
例
（
発
議
案
第
二
号
） 

▽
自
由
貿
易
協
定
（
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
交
渉
に
関
す
る

意
見
書 

▽
「
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
テ
ラ
ス
）
」

の
更
な
る
体
制
整
備
・
充
実
を
求
め
る
意
見

書 

▽
肝
炎
問
題
の
早
期
全
面
解
決
と
ウ
イ
ル
ス
性

肝
炎
患
者
の
早
期
救
済
を
求
め
る
意
見
書 

▽
犯
罪
被
害
者
の
権
利
の
保
障
を
求
め
る
意
見

書 

▽
飲
酒
運
転
等
交
通
事
故
・
交
通
法
規
違
反
に

対
す
る
刑
罰
の
引
上
げ
及
び
運
転
者
教
育
の

強
化
等
に
関
す
る
意
見
書 

▽
認
定
こ
ど
も
園
に
対
す
る
財
政
支
援
に
関
す

る
意
見
書 

▽
道
路
特
定
財
源
の
道
路
整
備
へ
の
重
点
投
資

等
に
関
す
る
意
見
書 

▽
ゆ
と
り
教
育
の
見
直
し
等
を
求
め
る
意
見
書

　 
  

▽
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
建
設
反
対
に
つ
い

て 

▽
子
供
の
医
療
費
助
成
拡
充
を
求
め
る
こ
と
に

つ
い
て
（
第
二
項
） 
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